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あらまし：法律文は専門知識を有しない人には理解しづらいという問題点がある．本研究では法律文の内

容を可視化することを目的としてテキストマイニングによる解析を試みた．竹原らは法律文の理解支援を

目的として法律文の構造の解析を試みている．本研究では要件効果構造に基づいて法律文解析を行い，要

件効果構造の分類と権利義務配分の定量化を試みた． 
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1. はじめに 

現在，日本国では数多くの法律が効果を持ってお

り，毎年，新たに制定，改廃されている[1]．また，

法律条文は，人間の社会的行動の基本的な規範を明

文化したものであるため，法律の専門家だけでなく

その社会に生きる様々な人間が法律条文の理解を求

められる．そのため，専門的な知識を持たない人に

法律の内容理解を少しでも手助けすることが求めら

れ，これまで様々な法律の分析手法の開発が自然言

語処理を中心として行われてきた． 

竹原らの研究[2]では要件効果構造のモデルを用

いて，法律条文をテキストマイニングすることで，

理解の支援をする試みが行われている．本研究では，

この要件効果構造に基づいて法律文解析を行い，要

件効果構造の分類と権利義務配分の定量化を試みる． 
 

2. 先行研究 

竹原の研究ではツール「KHCorder」[6]を用いて形

態素解析を行い，手動で要件効果構造に分類し，ど

のような主体にどの程度，権利義務配分がなされて

いるのか分析を行っている．先行研究の分析手順を

以下に示す． 

 

STEP1 悪臭防止法のデータ整形を行う 

STEP2 KHCoder を用いて名詞群を抽出し，悪臭

防止法におけるアクター（登場人物）を

抽出する 

STEP3 アクターが出現する段落を抽出し，目測

で要件効果構造に分類する 

STEP4  要 件 効 果 構 造 の 規 定 部 と Jural 

Relations[3]の図式を参考に，どのような

権利義務が付与されているかを分類する 

 

 

3. 提案手法 

これに対し，本研究では先行研究において手動で

行われていた要件効果構造の分類と権利義務の配分

の分類を自動化する方法を提案する．先行研究にお

いてテキストマイニングツール「KHCoder」が用い

られていたが，本手法では係り受け解析を行う際に

情報処理を行いやすい出力を行うことができる形態

素解析器「MeCab」と係り受け解析器「Cabocha」[4]

を用いる．本手法では要件効果構造を以下のように

仮定する． 

・規定部は必ず文末に表れる． 

・主題部，条件部は必ず規定部と修飾関係にある． 

・条件部より後ろの部分は効果部となる． 

 また，あらかじめ，悪臭防止法，先行研究におい

て得られた知見を元に主題部や条件部のキーフレー

ズとなる単語を設定しておき，規定部を修飾関係に

ある部分とマッチングをとることで，その部分が主

題部であるか，また条件部であるかを判定する．権

利義務配分としては田中の研究[5]における規定部

表現と意味機能を参考にし，さらに Jural Relations

の知見を取り入れ再分類したものを用いる． 

表１ 提案手法における権利義務の対応 

規定部表現 権利義務の種類 

する EST or PRE 

定める EST or PRE 

生じる EST(other) 

みなす EST(other) 

ならない EST(duty) 

任ずる EST(Liability) 

できる PRA(Right) 

できない PRA(no-Right) 
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具体的には，法律関係の発生と消滅(ESTABLISHME

NT，以降 EST と示す), 法律関係の生成許可,禁止(P

RACTICABILITY，以降 PRA と示す)，定義(PRESU

MPTION，以降 PRE と示す)とされていたものに対し

て,小分類として Jural Relations における８つの分類

である Duty(義務),Liability(責任),Right(権利),No-Rig

ht(無権利)を付加した．小分類として Jural Relations

では分類不可としたものに対して Other(その他)と

した．表１に規定部表現と権利義務の種類について

の対応表を示す． 

 

4. 研究結果 

悪臭防止法に対し作成した手法を適用させ，適用

させた結果と先行研究での竹原らの結果を比較し，

どの程度差異があるかを確認する評価実験を行った． 

要件効果構造の抽出について表２に示す結果とな

った． 

表２ 要件効果構造の比較結果 

  要件効果構造の数 

完全一致 14 

提案手法のみ 10 

先行研究のみ 15 

 

先行研究のみ抽出できた１５個の要件効果構造に

ついて，その理由として本手法が但し書き構造，ま

た並列構造に対応できてないことが挙げられる．ま

た，先行研究では条件部が存在しない要件効果構造

を抽出していたが，その抽出についても本手法では

対応できていない． 

提案手法のみ抽出できた１０個の要件効果構造に

ついては手動では発見できなかった，また，見落と

し（ヒューマンエラー）の可能性がある．そのため，

１０個の要件効果構造を発見できたことは自動化す

ることでヒューマンエラーを解消することが出来た

結果であるといえる． 

提案手法では並列構造に対応できていないため，

本来であれば２つの要件効果構造と数えるところを

１つをと数えていた箇所が２つあっため，この２つ

を加えて合計で２６個の要件効果構造を抽出するこ

とが出来た． 

次に，２６個の要件効果構造の権利義務の分類結

果を表３に示す． 

表３ 権利義務の分類結果 

権利義務の種類 出現個数 

EST or PRE 6 

EST(other) 1 

EST(duty) 9 

EST(Liability) 0 

PRA(Right) 10 

PRA(no-Right) 0 

 先行研究では婉曲（権利義務について曖昧で判断が

できない）としていた箇所について提案手法ではす

べて「EST or PRE」となった．また，先行研究で Duty

としていた箇所については提案手法では「EST

（Duty）」として一致した．Right については先行研

究ではRightとPowerとしていたが本手法ではPower

を設定していなかったため，Right を細かく分類でき

なかった結果となった．しかし，ほとんどの要件効

果構造について先行研究と同じような様態を示すこ

とができた． 

さらに，表３に示された権利義務の種類が，どの

ような法律主体に配分されているのか定量化できる

ようにプログラムを組んだところ，１０の

PRA(Right)のうち 7 つは、市長あるいは市長村長に

配分されていることがわかった。また９つの

EST(duty)のうち、5 つは、都道府県知事に課せられ

ていることがわかった。 
 

5. まとめ 

本研究では要件効果構造に基づいて法律文解析を

行い，要件効果構造の分類と権利義務配分の定量化

を試みた．本研究の成果として，竹原が見落として

いた要件効果構造を抽出することができ，ヒューマ

ンエラーの解消できたことである．また，田中の規

定部表現の分類や Jural Relations を用いて権利義務

配分の定量化を行うことが出来た．このため，法律

の内容を素人にもわかりやすく明示できることので

きる可能性が生まれた．しかし，課題として法律に

おける様々な構造への対応ができていないというこ

と，表層情報のみでどのように PRESUMPTION と

ESTABLISHMENT を分類するのか，主題部が明示さ

れてない場合の文章の理解，また可視化に向けての

わかりやすいデザインの構築といった問題が挙げら

れる． 
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